
長崎総合科学大学 工学部修学規程 

 

 

第１条（準拠並びに学部・学科の目的） 

１  長崎総合科学大学学則第１章第１条、第５章第９条、第１３条に基づきこれ

を定める。 

２  工学部は、人類社会に共通の人間的諸価値を追求して工学的に実現するとと

もに、持続可能な循環型社会の構築に貢献できる人材を育成することを目的と

する。 

  (1) 船舶工学科は、優れた船舶や海洋構造物を設計建造できる技術者並びに海

洋の環境を保全し活用する専門家を育成することを目的とする。 

  (2) 機械工学科は、製造業を中心に、現代社会に役立つモノづくりに貢献でき

る技術者を育成することを目的とする。 

  (3) 電気電子工学科は、専門的能力をもって現代社会に貢献できる電気・電子

技術者並びに医療電子技術に関する専門家を育成することを目的とする。 

第２条（卒業単位数） 

    卒業に必要な最低単位数を 124 単位とし、総合基礎科目、基軸科目、専門展

開科目の最低修得単位数は次の通りである。又、総合基礎科目、基軸科目、専

門展開科目の必修科目並びに選択必修科目は別表に定める。 

  (1) 総合基礎科目の必要修得単位数は次の通りとなる。 

  船舶工学科 30 単位（そのうち、形成科目より 12 単位、外国語科目は１ヶ

国語につき 8 単位、理数科目より 10 単位を修得すること。ただし、海洋フ

ロンティアコースは操船学同実技Ⅰ、海洋レジャー学同演習、海と空の技術、

インテリアデザイン、海中ロボット工学の各単位を理数科目の単位数として

見なすことができる）、機械工学科 34 単位（そのうち形成科目より 12 単位、

外国語科目より英語またはその他の１ヶ国語につき 8 単位、理数科目より

14 単位を修得すること）、電気電子工学科 28 単位（そのうち、形成科目よ

り 12 単位、外国語科目より１ヶ国語につき 8 単位、理数科目より 8 単位を

修得すること） 

  (2) 基軸科目及び専門展開科目の必要単位数は次の通りとなる。 

  船舶工学科は基軸科目と専門展開科目を併せて 60 単位、機械工学科は基

軸科目と専門展開科目を併せて 70 単位、電気電子工学科は基軸科目と専門

展開科目を併せて 70 単位修得すること。 

  (3) 前号（1）（2）の他、総合基礎科目、基軸科目、専門展開科目より船舶工学

科 34 単位、機械工学科 20 単位、電気電子工学科 26 単位修得すること。なお

(1)から(3)の要件を以下の表に示す。 



 

卒業要件単位数一覧表 

船舶工学科 

卒業所要単位数 
授業科目の区分 

必修 選択 

形  成 １２ 

外国語 ８(１ヶ国語) (1) 総合基礎科目 

理  数 

 

１０ 

(2) 基軸科目 

(3) 専門展開科目 
２４ ３６ 

(4) 総合基礎科目、基軸科目 

    及び専門展開科目から選択 
 ３４ 

合         計 １２４ 

機械工学科 

機械ｼｽﾃﾑ 

卒業所要単位 

機械ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

卒業所要単位 授業科目の区分 

必修 選択 必修 選択 

形  成  １２ １２  

外国語  ８(1ヶ国語) ８(英語)  (1) 総合基礎科目 

理  数  １４ １４  

(2) 基軸科目 

(3) 専門展開科目 
３８ ３２ ４２ ２８ 

(4) 総合基礎科目、基軸科目 

    及び専門展開科目から選択 
 ２０  ２０ 

合         計 １２４ １２４ 

電気電子工学科 

電気電子工学科 

卒業所要単位 

医療電子ｺｰｽ 

卒業所要単位 授業科目の区分 

必修 選択 必修 選択 

形  成 ２ １０ ２ １０ 

外国語  ８(1ヶ国語)  ８(1ヶ国語) (1) 総合基礎科目 

理  数 ８  ８  

(2) 基軸科目 

(3) 専門展開科目 
２６ ４４ １０ ６０ 

(4) 総合基礎科目、基軸科目 

    及び専門展開科目から選択 
 ２６  ２６ 

合         計 １２４ １２４ 

 



  (4) 卒業に必要な最低単位数 124 単位のうち、他学科、他学部及び他の大学又

は短期大学における開講科目の修得は、合計 30 単位を限度とする。なお、他

学部及び他の大学又は短期大学において修得した単位数は、各学科及びコー

スとも「各科目から選択」する区分の単位数に含めるものとする。 

第３条（申告単位数制限） 

    学生は、自らの判断と計画に基づいて、１か年間に受講申告できる下記の単

位数の範囲内で自由に履修科目を選択することができる。各学科の単位数は以

下のとおりである。ただし、教職に関する科目は除く。 

船舶工学科     52 単位               電気電子工学科      60 単位 

機械工学科     52 単位 

第４条（受講申告） 

    学生は、その年度に受講しようとする科目を、毎年度の初めに定められた申

告期間内に申告しなければ受講することはできない。 

第５条（成績評価） 

    科目の成績は、      優    100～80 点 

                        良     79～70 点    を合格とする。 

                        可     69～60 点 

第６条（改 定） 

    この規程の改定は、学部教授会の議を経て、常務理事会が決定する。 

 

    付  則  １  この規程を施行するために必要ある時は別に細則を定めること

ができる。 

            ２ （削  除） 

            ３  この規程は昭和 40 年４月１日から施行し、40 年度入学者より

適用する。 

            ４  この改定規程は、昭和 44 年４月１日から施行し、44 年度入学

者より適用する。 

            ５  この改定規程は、昭和 48 年４月１日から施行し、48 年度入学

者より適用する。 

            ６  この改定規程は、昭和 51 年４月１日から施行し、51 年度入学

者より適用する。 

            ７  この改定規程は、昭和 53 年４月１日から施行し、53 年度入学

者より適用する。 

            ８  この改定規程は、平成２年４月１日から施行し、2 年度入学者

より適用する。 

            ９  この改定規程は、平成３年４月１日から施行し、3 年度入学者

より適用する。 

            10  この改定規程は、平成４年４月１日から施行し、4 年度入学者

より適用する。 

            11  この改定規程は、平成５年４月１日から施行し、5 年度入学者



より適用する。 

            12  この改定規程は、平成６年４月１日から施行し、6 年度入学者

より適用する。 

            13  この改定規程は、平成７年４月１日から施行し、7 年度入学者

より適用する。 

            14  この改定規程は、平成８年４月１日から施行し、8 年度入学者

より適用する。 

            15  この改定規程は、平成９年４月１日から施行し、9 年度入学者

より適用する。 

            16  この改定規程は、平成 10 年４月１日から施行し、10 年度入学

者より適用する。 

            17  この改定規程は、平成 11 年４月１日から施行し、11 年度入学

者より適用する。 

            18  この改定規程は、平成 12 年４月１日から施行し、12 年度入学

者より適用する。 

            19  この改定規程は、平成 13 年４月１日から施行し、13 年度入学

者より適用する。 

               ただし、第２条（５）については、第２年次以上の在学生にも適

用する。 

            20  この改定規程は、平成 14 年４月１日から施行し、14 年度入学

者より適用する。 

            21  この改定規程は、平成 15 年４月１日から施行し、15 年度入学

者より適用する。 

            22  この改定規程は、平成 16 年４月１日から施行し、16 年度入学

者より適用する。 

            23  この改定規程は、平成 17 年４月１日から施行し、17 年度入学

者より適用する。 

            24  この改定規程は、平成 19 年４月１日から施行し、19 年度入学

者より適用する。 

            25  この改定規程は、平成 20 年４月１日より施行し、20 年度入学

者から適用する。 

            26  この改定規程は、平成 21 年４月１日より施行し、21 年度入学

者から適用する。 

 



別表（修学規程） 

総合基礎科目 基軸科目 専門展開科目 

◎必修  ○選択必修 ◎必修  ○選択必修 ◎必修  ○選択必修 
 

単位数 
必  修 科  目  名 単位 

単位数
必  修 科  目  名 単位

単位数
必  修 科  目  名 単位 

船
舶
工
学
科
造
船
技
術
コ
ー
ス 

      ２４ ◎ 卒業研究 
○ 造船技術入門 
○ 浮体静力学 
○ 船体構造 
○ 造船幾何 
○ 材料力学Ⅰ 
○ 材料力学Ⅱ 
○ 船体復原論 
○ 船舶設計製図 
○ 構造力学 

１０ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

船
舶
工
学
科
海
洋
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
ス 

      ２４ ◎  卒業研究 
○ 海洋ﾌﾛﾝﾃｨｱ入門 
○ 海と船の歴史 
○ 浮体静力学 
○ 海洋資源・ｴﾈﾙｷﾞｰ 
○ 海洋環境学 
○ 海洋生物学 
○ 海洋福祉学 
○ 舟艇ﾃﾞｻﾞｲﾝ学 
○ 海洋空間利用学 

１０ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

機
械
工
学
科
機
械
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム 

   ４ ◎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎 
◎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中級 

２ 
２ 

３８
 

◎ 機械製図  
◎ 機械工学基礎実験
◎ 材料力学Ⅰ 
◎ 機械力学Ⅰ 
◎ 流体工学Ⅰ 
◎ 熱力学Ⅰ 
◎ 機械工学実験Ⅰ 
◎ 機械設計製図Ａ 
◎ メカフォーラムⅡ
◎ 機械設計製図Ｂ 
◎ メカフォーラムⅢ
◎ 機械工学実験Ⅱ 
◎ 卒業研究 
◎ 技術者倫理 
◎ 技術者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
   実習 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
10 
２ 
２ 

機
械
工
学
科
シ
ス
テ
ム
工
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

   ４ ○情報ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ基礎
○ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎 
○ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中級 

2 
2 
2 

３４ ◎ 機械製図  
◎ 機械工学基礎実験
◎ 材料力学Ⅰ 
◎ 機械力学Ⅰ 
◎ 流体工学Ⅰ 
◎ 熱力学Ⅰ 
◎ 機械工学実験Ⅰ 
◎ 機械設計製図Ａ 
◎ メカフォーラムⅡ
◎ 機械設計製図Ｂ 
◎ メカフォーラムⅢ
◎ 機械工学実験Ⅱ 
◎ 卒業研究 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
10 

14

14

 4

 
 



 

総合基礎科目 基軸科目 専門展開科目 

◎必修  ○選択必修 ◎必修  ○選択必修 ◎必修  ○選択必修 
 

単位数 
必  修 科  目  名 単位 

単位数
必  修 科  目  名 単位

単位数
必  修 科  目  名 単位 

電
気
電
子
工
学
科 

１０ ◎ 線形代数学Ⅰ 
◎ 線形代数学Ⅱ 
◎ 微分積分学Ⅱ 
◎ 保健体育実技Ａ 
◎ 保健体育実技Ｂ 

２ 
２ 
４ 
１ 
１ 

   ２６ ◎ 電気回路Ⅰ 
◎ 電気回路Ⅱ 
◎ 電磁気学Ⅰ 
◎ 電磁気学Ⅱ 
◎ ｱﾅﾛｸﾞ回路Ⅰ 
◎ 電気電子基礎実験
◎ 電気電子工学実験Ⅰ
◎ 電気電子工学実験Ⅱ
◎ 卒業研究 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１０ 

電
気
電
子
工
学
科(

医
療
電
子
コ
ー
ス)

１０ ◎ 線形代数学Ⅰ 
◎ 線形代数学Ⅱ 
◎ 微分積分学Ⅱ 
◎ 保健体育実技Ａ 
◎ 保健体育実技Ｂ 

２ 
２ 
４ 
１ 
１ 

   １０ ◎ 卒業研究 
ただし、「生体計測装置
学実習」（4単位）及び「臨
床実習」(6単位)の修得
をもって「卒業研究」(10
単位)に替えることがで
きる。 
(2007年4月入学生より
適用) 
 

１０ 



長崎総合科学大学 情報学部修学規程 
 

 

第１条（準拠並びに学部・学科の目的） 

１  長崎総合科学大学学則第１章第１条、第５章第９条、第１３条に基づきこれを定める。 

２  情報学部は、多様な立場から情報技術を活用できるとともに、学際的な見地から情報

と既存システムの融合を図り、高度情報化社会の要請に柔軟に対応できる人材を育成す

ることを目的とする。 

  (1) 知能情報学科は、情報通信技術を活用して、より高度なシステムの開発、人間と機

械の融合及びコミュニケーションの円滑化を実現できる情報技術者を育成すること

を目的とする。 

  (2) 経営情報学科は、企業活動全体を支援することができる確かな情報技術を身につけ

た経営管理者を育成することを目的とする。 

第２条（卒業単位数） 

卒業に必要な最低単位数を 124 単位とし、総合基礎科目、基軸科目及び専門展開科目の

最低修得単位数は次の通りである。又、基軸科目及び専門展開科目の必修科目並びに選択

必須科目は別表に定める。 

  (1) 総合基礎科目の最低修得単位数は次の通りである。 

知能情報学科は 18 単位（外国語 6 単位、理数 6 単位を含む）、経営情報学科は 16

単位（選択 16 単位） 

 (2) 基軸科目及び専門展開科目の最低修得単位数は次の通りである。 

知能情報学科は基軸科目と専門展開科目を併せて 60 単位（必修 40 単位、選択 20

単位）、経営情報学科は基軸科目を 10 単位（必修 6 単位、選択 4 単位）と専門展開

科目を 44 単位（必修 18 単位、選択 26 単位）修得すること。 

 (3) 前号（1）（2）の他、総合基礎科目、基軸科目、専門展開科目より知能情報学科は

46 単位、経営情報学科は 54 単位を修得すること。 

なお、（1）から（3）の要件を以下の表に示す。 

(4) 削除 

 

知能情報学科 

卒業所要単位数 
授業科目の区分 

必修 選択 

形  成 

外国語 (1) 総合基礎科目 

理  数 

 

１８ 

(外国語６、理数６

を含む) 

(2) 基軸科目 １０ 

(3) 専門展開科目 ３０ 
２０ 

(4) 総合基礎科目、基軸科目 

    及び専門展開科目から選択 
 ４６ 

合         計 １２４ 

 

 



経営情報学科 

卒業所要単位数 
授業科目の区分 

必修 選択 

形  成 

外国語 (1) 総合基礎科目 

理  数 

 １６ 

(2) 基軸科目 ６ ４ 

(3) 専門展開科目 １８ ２６ 

(4) 総合基礎科目、基軸科目 

    及び専門展開科目から選択 
 ５４ 

合         計 １２４ 

 

  (5) 卒業に必要な最低単位数 124 単位のうち、他学科、他学部及び他の大学又は短期大

学における開講科目の修得は、合計 30 単位を限度とする。 

  なお、この単位数は、前号の「総合基礎科目、基軸科目及び専門展開科目から選択」

の単位数に含めるものとする。 

第３条（申告単位数制限） 

    １か年間に受講申告できる単位数は 52 単位以内で、学生は自らの判断と計画に基づ

いて自由に履修科目を選択することができる。ただし、教職に関する科目は除く。 

第４条（受講申告） 

    学生は、その年度に受講しようとする科目を、毎年度の初めに定められた申告期間内

に申告しなければ受講することはできない。 

第５条（成績評価） 

    科目の成績は、     優  １００～８０点 

                       良    ７９～７０点      を合格とする。 

                       可    ６９～６０点 

第６条（改定） 

    この規程の改定は、学部教授会の議を経て、常務理事会が決定する。 

 

 
    付  則  １ この規程を施行するために必要ある時は別に細則を定めることができる。 

            ２ この規程は、平成１７年４月１日から施行し、１７年度入学者より適用

する。 

            ３ この規程は、平成２０年４月１日から施行し、２０年度入学者より適用

する。 

            ４ この規程は、平成２１年４月１日から施行し、２１年度入学者より適用

する。 
      ５ この規程は、平成２２年４月１日から施行し、２２年度入学者より適用

する。 
 

 



 

別表 1  （知能情報学科  修学規程） 

基軸科目 専門展開科目 

科目名 単位 分野 科目名 単位 

○ 情報ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ基礎 

○ 情報科学Ⅰ 

○ 情報科学Ⅱ 

４ 情報デザイン

○ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ作成基礎 

○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ応用 

○ 造形論 

○ Ｃプログラミング基礎Ⅰ演習 

○ Ｃプログラミング基礎Ⅱ演習 

○ プログラミングⅠ演習 

○ プログラミングⅡ演習 

４ 組込み技術 

○ ロボット制御 

○ ｱﾅﾛｸﾞ回路設計 

○ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路設計Ⅰ 

４ 

◎ プログラミング入門 ２ ◎ コンピュータグラフィックス基礎 

◎ 電子回路基礎 

◎ 知能情報フォーラム 

◎ 知能情報クラスセミナ 

◎ 知能情報ゼミ 

◎ 知能情報学実験Ⅰ 

◎ 知能情報学実験Ⅱ 

◎ 知能情報学実験Ⅲ 

◎ 卒業研究 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１０ 

◎必修科目    ○選択必修科目 

 

 

 

別表2 （経営情報学科 修学規程） 

基軸科目 専門展開科目 

科目名 単位 科目名 単位 

○ 経営情報システム 

○ ベンチャービジネス論 

○ Ｗｅｂデザイン 

２ 

○ 実践ゼミＡⅠ 

○ 実践ゼミＡⅡ 

○ 実践ゼミＢⅠ 

○ 実践ゼミＢⅡ 

４ 

◎ 情報ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ基礎 

◎ 情報科学Ⅰ 

◎ 情報科学Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

◎ 経営情報フォーラム 

◎ 卒業研究 

２ 

１０ 

◎必修科目    ○選択必修科目 

 



長崎総合科学大学 環境・建築学部修学規程 

 

 

第１条（準拠並びに学部・学科の目的） 

１  長崎総合科学大学学則第１章第１条、第５章第９条、第１３条に基づきこれを定

める。 

２  環境・建築学部は、人間と環境の持続可能な共生をめざし、循環型環境社会に寄

与できる高い環境意識と応用技術をもった人材を育成することを目的とする。 

  (1) 人間環境学科は、環境と文化の相互関係を文理両面から総合的に探求し、環境

への責任を担いうる人格と環境問題の実践的解決能力を有する人材を育成する

ことを目的とする。 

  (2) 建築学科は、人間の諸活動を支える建造物、空間環境を創造し、安全で文化的

な社会づくりに貢献できる建築技術者並びに居住に関する専門技術者を育成す

ることを目的とする。 

第２条（卒業単位数） 

卒業に必要な最低単位数を 124 単位とし、総合基礎科目、基軸科目及び専門展開

科目の最低修得単位数は次の通りである。又、総合基礎科目、基軸科目及び専門展

開科目の必修科目並びに選択必修科目は別表に定める。 

  (1) 総合基礎科目の最低修得単位数は次の通りである。 

  人間環境学科 24 単位（そのうち、形成は 8 単位、外国語は 8 単位（1 ヶ国語）、

理数 8 単位を修得すること。）建築学科 20 単位（そのうち、外国語は 1 ヶ国語

につき 8 単位を修得すること。） 

  (2) 基軸科目及び専門展開科目の最低修得単位数は次の通りである。 

  人間環境学科は、基軸科目から 16 単位（必修 12 単位）、専門展開科目 46 単

位（そのうち、環境技術コースの学生は、環境技術コース科目より 26 単位、

他のコースから 8 単位、総合系から 12 単位を、地域共生コースの学生は、地

域共生コース科目より 26 単位、他のコースから 8 単位、総合系から 12 単位を

修得すること。） 

建築学科は、基軸科目及び専門展開科目から合わせて 66 単位（必修 34 単位、

選択必修 32 単位。） 

  (3) (1)、(2)の他に、総合基礎科目、基軸科目及び専門展開科目から 38 単位を修

得すること。 

なお、（1）から（3）の要件を下の表に示す。 

 



卒業要件単位数一覧表 

人間環境学科 

授業科目の区分 卒 業 要 件 

  形    成 ８ 

  外 国 語 1 ヶ国語８単位以上 総合基礎科目 

  理    数 ８ 

２４ 

基軸科目 
１６ 

（必修 12 単位を含む） 

  環境技術コース

環境技術コース科目より 26 単

位、他のコースから 8 単位、総合

系から 12 単位 
専門展開科目 

  地域共生コース

地域共生コース科目より 26 単

位、他のコースから 8 単位、総合

系から 12 単位 

３８ 

合  計 １２４ 

建築学科 

授業科目の区分 卒 業 要 件 

  形    成  

  外 国 語 １ヶ国語 8 単位 総合基礎科目 

  理    数  

２０ 

基軸科目 

専門展開科目 

６６ 

（必修34単位、選択必修32単位） 

３８ 

合  計 １２４ 

  (4) 卒業に必要な最低単位数 124 単位のうち、学則第９条に基づき他学部及び他の

大学又は短期大学における開講科目の修得は、合計 30 単位を限度とする。 

     なお、この単位数は前号の「総合基礎科目、基軸科目及び専門展開科目から選

択」の単位数に含めるものとする。 

第３条（申告単位数制限） 

    １か年間に受講申告できる単位数は 52 単位以内で、学生は自らの判断と計画に

基づいて自由に履修科目を選択することができる。ただし、教職に関する科目及び

学芸員に関する科目は除く。 

第４条（受講申告） 

    学生は、その年度に受講しようとする科目を、毎年度の初めに定められた申告期

間内に提出しなければ受講することはできない。 

第５条（成績評価） 

   科目の成績は、    優  １００～８０点 

              良   ７９～７０点    を合格とする。 

              可   ６９～６０点 

第６条（改  定） 

 



    この規程の改定は、学部教授会の議を経て、常務理事会が決定する。 

 

    付  則  １ この規程を施行するために必要ある時は別に細則を定めることがで

きる。 

            ２ この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行し、平成 21 年度入学者か

ら適用する。 

            ３ この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行し、平成 22 年度入学者か

ら適用する。 

 

 



 

別表 （人間環境学科  修学規程） 

 

基  軸  科  目 専  門  展  開 

科 目 名 単 位 科 目 名 単 位 

◎ 環境・建築フォーラム 

◎ 人間環境学総論 

◎ 情報ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ基礎 

◎ 情報ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技術 

◎ 環境・建築倫理 

◎ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

○ 環境技術概論 

○ 地域共生概論 

○ 環境学基礎演習 

○ 環境学実験Ａ 

○ 環境学実験Ｂ 

○ 環境学実験Ｃ 

○ 地域学基礎演習 

○ 地域学演習Ａ 

○ 地域学演習Ｂ 

○ 地域学演習Ｃ 

◎ 研究ゼミナール 

◎ 卒業研究 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

10 

    ◎必修科目   ○選択必修科目 

 



 

別表 （建築学科  修学規程） 

 

基軸科目及び専門展開科目 

科 目 名 単 位 

◎ 環境・建築フォーラム 

◎ 図学 

◎ 建築製図Ａ 

◎ 建築製図Ｂ 

◎ 建築設計製図ⅠＡ 

◎ 建築設計製図ⅠＢ 

◎ 建築施工 

◎ 建築法規 

◎ 研究ゼミナール 

◎ 卒業研究 

２ 

４ 

３ 

３ 

３ 

３ 

２ 

２ 

２ 

10 

○ 建築設計製図ⅡＡ 

○ 建築設計製図ⅡＢ 

○ 建築学演習Ｂ 

 

３ 

３ 

６ 

（上記よりいずれか６単位） 

○ 建築計画Ａ 

○ 住居計画 

○ 建築計画Ｂ 

○ 建築意匠 

○ 都市計画 

○ 西洋建築史 

○ 日本建築史 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

（上記よりいずれか８単位） 

○ 環境工学ⅠＡ 

○ 環境工学ⅠＢ 

○ 環境工学Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

（上記よりいずれか２単位） 

○ 建築設備原論 

○ 建築設備計画 

２ 

２ 

（上記よりいずれか２単位） 

○ 構造力学Ⅰ 

○ 構造力学ⅡＡ 

○ 構造力学ⅡＢ 

○ 耐震設計法 

４ 

２ 

２ 

２ 

（上記よりいずれか６単位） 

 



 

○ 建築一般構造 

○ 構造計画 

○ 鉄筋コンクリート構造 

○ 鋼構造 

○ 建築基礎構造 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

（上記よりいずれか６単位） 

○ 建築材料 

○ 建築材料実験 

２ 

２ 

（上記よりいずれか２単位） 

    ◎必修科目   ○選択必修科目 
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